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等級 １．⑵の額 加算額 改定額 

主幹職Ａ ５，７００ ２００ ５，９００ 

主幹職Ｂ ５，６００ ２００ ５，８００ 

技術専任役 ５，６００ ２００ ５，８００ 

主務職 ５，５００ １００ ５，６００ 

主任職２等級 ５，５００  ５，５００ 

主任職１等級 ５，５００  ５，５００ 

指導職２等級 ５，４００  ５，４００ 

指導職１等級 ５，４００  ５，４００ 

係職２等級 ５，３００  ５，３００ 

係職１等級 ５，０００  ５，０００ 

ＪＲ東労組→ 

横 浜 地 本→ 

公 式 Ｈ Ｐ→ 

１．令和５年４月１日現在、満５５歳未満の社員 

⑴ 定期昇給を実施し、その際の昇給係数は４とする 

⑵ 基本給改定を実施し、基本給に対し所定昇給額の４分の１の額及び４，０００円を加える。 

   なお、主幹職 B 以上、技術専任職及び S 等級以上には２００円を、主務職及び T 等級には１００

円をさらに加える。 

２．令和５年４月１日現在、満５５歳以上の社員 

   基本給改定を実施し、令和５年４月１日現在の基本給額に対し、在級する等級により前項に準じて

計算した額を加える。 

３．エルダー社員 

  基本賃金改定を実施し、基本賃金に３，０００円を加える。 

  なお、等級区分（５）には２００円を、（４）には１００円をさらに加える。 

４．テンポラリースタッフ 

  基本賃金改定を実施し、１時間当りの賃金額に５０円を加える。 

５．精算日（予定） 

  令和５年６月２３日（金）とする。 

会社回答を受けたが… 
私たちの要求した労働実感・生活実態の 

悲痛な声を受け止めた回答ではないため 

この回答にみなさん 
どのように感じますか？ 


